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３【許可申請、届出はなぜ必要？】
「規制」は船舶交通の安全を図るための措置です。

工事作業の実施

危 険

規 制

港則法・海上交通安全法
【港則法】

第１条（目的）

この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的と

する。

第３１条第１項

特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可

を受けなければならない。
「特定港の境界附近」とは、工事又は作業が当該港における船舶の出入又は在港船舶に影響を及

ぼしうる範囲を指します。（次ページ参照）

第３７条の３（準用規定）【抜粋】

第10条、・・・第31条・・・の規定は、特定港以外の港にこれを準用する。

【海上交通安全法】
第１条第１項（目的）

この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交

通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行うことにより、船舶

交通の安全を図ることを目的とする。

第３１条第１項【要約】

海上交通安全法適用海域（航路及びその周辺海域を除く。）において工事又は作

業をしようとする者、工作物の設置をしようとする者は、その旨を海上保安庁長官

に届け出なければならない。
「航路」とは、同法第２条第１項に定める航路をいいます。（徳山海上保安部管内には、航路は

ありません。

同第４項【要約】

国の機関又は地方公共団体は、届出の例によりその旨を通知しなければなら

ない。
法・施行規則の定めにより、工事又は作業を実施する海域を管轄する海上保安部長を経由して管区海上

保安本部長に届け出ることとなっています。

（注）実施海域が上記の適用を受ける海域であるか否かについては、海図により確認もしくは徳山海

上保安部等にお問い合わせ下さい。

限られた水域で船舶交通の密度が高い

多種多様な船舶が頻繁に往来する

 

etc



４

 

【申請者？

 

届出者？】

工事・作業を行ううえで指揮監督の権限を有する者か否か

権限を委任

将来に痕跡を残すか否か

岸壁、防波堤築造

 

など

 

⇒

 

工

 

事

深浅測量、磁気探査

 

など

 

⇒

 

作

 

業

５【工事？

 

作業？】

定置網、潮流観測機器等の設置は、設置期間が限定されているため、作業に該当します。

施工計画者が直接工事・作業を行う（指揮監督の権限を負う）場合は、当該施工計画者が

申請者となります。

【一口メモ】次のような工事・作業は、許可申請・届出の必要はありません。
灯浮標の電球交換

 

：

 

維持管理上必要とする行為

桟橋上の配管補修（作業船を使用する場合を除く）

 

：

 

船舶交通のない場所での行為

干潮時にのみ行う測量

 

：

 

同上

流出油対策として講ずるオイルフェンスの展張

 

：

 

防災上必要とする行為

 

など

実施する工事・作業について許可申請・届出が必要か否か不明の場合は、お問い合わせ下さい。

（注）物件設置は、港湾法、漁港漁場整備法等に基づく水域占用許可が必要となる場合があります。

許可申請が必要とされる「港の境界附近」とは？

港界線からの距離は問わず、工事・作業実施海域が当該港における船舶の出入又は在港船舶に影響を及

ぼしうる範囲（通航路として常用されている海域etc）であり、例えば、次のような地点を指します。

船舶交通流

工事・作業海域

工事・作業を実施しようとする海域が「港の境界附近」に該当せず、かつ当該実施海域が海上交通安全法適

用海域であれば、同法の規定による届出が必要となる場合がありますので、早めにお問い合わせ下さい。

徳山下松港

港界線

徳山湾

笠戸湾

⇒

 

施工計画者（行政、企業

 

etc）

 

発注者

⇒

 

請負契約締結

 

⇒

 

受注者

http://intranet-10/Hlp_hi/clip/cilp2/man/anzenshidou.htm


徳山海上保安部等に問い合わせる

許可申請・届出が必要？チェック①

チェック② 船舶交通に影響軽微な施工方法・安全対策は？

徳山海上保安部等に相談する（協議する）

チェック③ 許可申請・届出の方法？

６

 

【海域で工事・作業を実施する場合のチェックフロー】

実施場所は？港則法に定める港の区域 海上交通安全法に定める海域

航路？

許可申請届 出

はい

いいえ
許可申請 よくわからない

（注１）

 

許可申請・届出の不要な工事・作業があります。

（注２）

 

上記以外の海域においても、実態把握、事故発生時の即応体制等に配慮する必要が

あることから、工事作業の種類、場所、期間等について連絡いただくことがあります。

当該実施海域における航行環境に応じて検討する必要があります。

手引きを参考に作成して下さい。

なお、ご不明な点あれば、お問い合わせ下さい。

（注）

 

原則として、工事・作業着手日の３０日前までに、許可申請・届出して下さい。

・・・遅延すると、審査に要する期間、一般船舶に対する周知期間等に支障が生ずるおそれがあります。

なお、災害復旧工事、応急修理等緊急を要する工事・作業を実施しようとする場合は、許可申請・届出

を行う前の早い時期に、まず連絡して下さい。

７

 

【許可申請・届出までの一般的な流れ】

発注者（行政、企業等）

海 上 保 安 部

港湾法・漁港漁場整備法

 

等

①協議
【請負契約前の許可・安全対策の確認】

請 負 者

③許可申請・届出 【具体的安全対策の検討】

②契約

効果：施工上の積算根拠、迅速な申請等

（注）

 

特に、大規模な工事・作業を行うにあたっては、あらかじめ海難防止団体等による航行安全対策の検討などが必要とな

る場合があります。

（例：警戒船配備隻数、工事作業区域を示す標識（灯）設置基数

 

etc）



港内工事（作業）許可申請書

申請年月日

徳山下松港長

 

殿

申請者住所・所属・氏名

１

 

目的及び種類

２

 

期間及び時間

３

 

区域又は場所

４ 方法

５

 

安全対策

６

 

緊急時の連絡体制

７

 

使用船舶

５ｃｍ程度余白

三田尻中関港：三田尻中関港長

稼動期間（契約期間内）、予備日

 

（注）契約工期ではない

地名使用、詳細位置は施工位置図に記載

施工フロー図の利用

周知、区域明示方法、警戒態勢、中止基準

 

etc

現場責任者⇒海上保安部

 

（緊急・通常併記）

種類、船名、トン数（全長）、用途、船検番号、速力

請負契約書、発注書に記された者

※

 

同意書添付必要なし

変更手続き

港内工事（作業）許可内容変更許可申請書

１

 

目的及び種類

２

 

許可年月日及び許可番号

３

 

変更内容

４

 

変更理由

５ その他

当初の許可申請書記載内容

例 ： 平成19年11月８日第250号

例

 

：

 

工期延長

（旧）１９．１１．８～１９．１２．１０

（新）１９．１１．８～１９．１２．２０

※１

 

申請書は日本工業規格Ａ４版で作成して下さい。ただし、位置図、施工要領図等Ａ３版の使用が適当と思料さ

れる添付書類を除きます。

なお、位置図は、できる限り海図を複製して作成して下さい。（作成分を航行の用に供してはいけません。）

※２

 

提出部数は１通

準

 

用

 

港

 

：徳山海上保安部長

８

 

【港則法上の許可申請】

工事・作業が完了した場合には、速やかに連絡して下さい。（完了届の提出は不要です。）

５ｃｍ程度余白

（注１）

 

必ず当初許可された期間内に行って下さい。

（注２）

 

作業区域の拡大、施工方法の変更等については、改めて審査の必要がある場合があります。変更の可能

性があると認められた時点で、徳山海上保安部等にお問い合わせ下さい。

（注３）

 

使用船舶の変更は、区域の拡大に至らない限りは届出で差し支えありません。

新たに講ずる安全対策等

工事・作業の該当事項のみ記載



工事

 

・

 

作業

 

・

 

工作物設置

 

届出書

届出年月日
徳山海上保安部長経由

届出者住所・所属・氏名

１ 種類

２ 目的

３

 

区域又は場所

４

 

期間及び時間

５ 方法

６

 

船舶交通の妨害及び危険予防措置

７

 

使用船舶（警戒船等を含む）の概要

８

 

責任者の氏名及び住所

９

 

工作物の概要

変更手続き

９

 

【海上交通安全法上の届出】

第六管区海上保安本部長

 

殿

次のとおり工事・作業・工作物設置をしたいので、海上交通安全法第31条の規定に

 

より関係書類を添付して届出します。

「工作物」とは、埋立、海底電線の敷設、潮流観測用機器等恒久的・継続

的に設置される物件をいい、工事作業の実施に伴う台船の係留、工事区域

を示す標識灯の設置等は含まれません。

「工作物設置」については、設置後にあって、当該物件が船舶交通へ支障

を及ぼすこととならないかを審査することとなります。

（注）

 

「工事・作業・工作物設置」は、該当するもののみを記します。

工事

 

・

 

作業

 

・

 

工作物設置

 

変更届出書

次のとおり変更したいので、関係書類を添付して届出します。

１ 種類

２ 目的

３

 

届出年月日

４

 

変更内容

５

 

変更理由

６

 

船舶交通の妨害及び危険予防措置

７

 

使用船舶（警戒船等を含む）の概要

届出にあたっての注意点並びに記載要領については、「申請方法」に準じます。

※１

 

申請書は日本工業規格Ａ４版で作成して下さい。ただし、位置図、施工要領図等Ａ３版の使用が適当と思料さ

れる添付書類を除きます。

なお、位置図は、できる限り海図を複製して作成して下さい。（作成分を航行の用に供してはいけません。）

※２

 

提出部数は２通



10 【審査のポイント】
【施工方法・作業方法】

一般船舶（工事・作業に従事する船舶以外の船舶をいいます。）の可航水域が最大

限に確保されているか。（工事・作業の安全性・効率性とのバランスを考えます。）

【安全対策】
関係者への事前周知・協力要請がなされているか。

【一口メモ】～施工方法と安全対策の関係～

交通環境に照らした場合の施工方法と安全対策は、次のような関係で示されます。

施工方法難易度高（船舶交通のふくそうする航路での浚渫など）

⇒

 

安全対策大（ﾎﾟｽﾀｰ等を活用した水域利用者への周知、可航水域の明示、警戒船の配備

 

など）

施工方法難易度低（船舶交通の閑散な水域での深浅測量など）

⇒

 

安全対策小（測量船への見張員の配置（接近船舶との衝突防止体制を確立））

工事作業区域を設定する場合の留意点

①

 

区域設定の必要性を検討する。

⇒

 

航行困難な海域をあらかじめ知らせるために有効です。

必要とされる工事作業区域が適切に設定されているか。

⇒

 

危険区域（工事作業区域）と安全区域（一般船舶の航行可能区域）の境界を示します。

警戒態勢は適切か。

⇒

 

見張員（専従警戒要員）の配置、警戒船の配備により、一般船舶が安心して付近海域を
航行することができる一方、施工従事者が工事作業に専念できます。

⇒

 

深浅測量、磁気探査等移動しながら実施する作業は、原則として区域設定が不要です。

②

 

区域の範囲を決定する。

⇒

 

作業船の稼動範囲を含めます。（狭隘な海域では、当該海域を航行することが予想される
最大船舶に支障がない水深まで区域を狭める必要のある場合があります。）

③

 

区域の形状を検討する。

⇒

 

付近海域を航行する一般船舶の通航路に沿った直線形状とします。

④

 

区域を示す標識（灯）を適切に選定する。

⇒

 

付近海域を航行する一般船舶が視認しやすいような水面高、灯質、光達距離等とします。
また、航行環境に応じ、区域法線（直線）を３基以上で示すこと、同期点滅方式を採用す

ることが必要となります。

【一口メモ】～区域の表示～

一般船舶に工事作業区域を知らしめるには、海図に記載しやすい（認識しやすい）よう、次のように区域

表示をすることに心がける必要があります。ただし、該当する海図が存在しない場合を除きます。

方位：３０分単位

距離：最大縮尺海図の距離尺（ｍ）１目盛りの半分（１目盛り１００ｍならば５０ｍ）

（緯度・経度表示の場合は１目盛りが妥当です。・・・例：北緯３４度１分１２秒東経１３１度４６分５４秒）



11【警戒船の必要性と運用方法】

【警戒船の配備が必要な工事作業】

【一口メモ】～交通制限～

【警戒船の運用】

 

～的確な運用は、作業船舶・一般船舶にとって安心材料です。～

要 件

堪 航 性

速 力

作業中止基準に耐えうる船体構造

一般船舶への注意喚起、作業船の

誘導などが可能な速力

連 絡 体 制

現場責任者、一般船舶等との連絡

警 戒 体 制

適切な見張りの励行（専従警戒要

手段の保持

員の配置）

警戒船は次に掲げるような業務を行います。

※

 

警戒船は、作業船舶・一般船舶と識別可能な横断幕又は表示板を装備しなければなりません。

⇒

 

表示板等は周囲から視認可能な大きさ・色である必要があります。

警戒船の隻数は、警戒船の速力、実施海域の航行環境等を考慮して決定されます。早い時期にご相談下さい。

「告示」：海上交通安全法第26条「公示」：港則法第37条

①

 

告示又は公示による交通制限を伴う工事・作業

②

 

航路、航路周辺海域等の船舶交通が特にふくそうする海域で行われる工事・作業

（航行船舶の進路を避けることが容易な方法で行われるものを除く。）

③

 

爆破作業、潜水作業等危険度の特に高い工事・作業

④

 

その他必要と認められる工事・作業

施工者が講ずる安全対策のみでは十分な安全が図れないと思料される場合、重要な公共工事で円滑に工

事を進捗させる必要がある場合などにあって、船舶交通の安全のため、海上保安庁が一般船舶に課す規制

をいいます。

①

 

一般船舶に対する工事・作業、交通制限に関する情報提供

②

 

異常接近する船舶に対する監視・注意喚起

③

 

作業船等の誘導・避航の指示

④

 

漁船の操業状況、船舶の通航状況等の情報提供

⑤

 

工事作業区域を示す灯浮標等の監視

⑥

 

事故等を認知した場合の応急措置・関係者への速報

※１

 

①～③の工事・作業（④は工事・作業を実施する海域の交通環境に応じ。以下同じ）に対する警戒業務を行う場
合の警戒業務管理者（警戒業務を指揮する者）は、次に掲げる経験及び能力を有すること、又はそれと同等以上
の経験及び能力を有すると認められることが必要です。

イ

 

警戒船船長もしくは専従警戒要員の経験を有すること、又は船舶の運航管理業務に１年以上従事していること。
ロ

 

海上保安庁が指定する警戒業務管理に関する講習を受けていること。
※２

 

①～③の工事・作業に対する警戒業務を行う場合の専従警戒要員（警戒船に乗り組み警戒業務に従事する者）
は、次に掲げる能力を有すること、又はそれと同等以上の経験及び能力を有すると認められることが必要です。

イ

 

警戒船において警戒業務に２０日間以上従事していること。
ロ

 

海上保安庁が指定する警戒業務に関する講習を受けていること。

警戒業務・管理に関する講習については、社団法人瀬戸内海海上安全協会（広島市南区

 

082-261-9771）にお問い合わせ下さい。

目立つことが重要！！

警戒船

警 戒 船

http://intranet-10/Hlp_hi/clip/cilp2/etcsip/570_kogatafish.htm


徳山下松港
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域

 

図

 

【特定港】

徳山海上保安部

徳山海上保安部下松分室

周南市

下松市

光市

椎木岬

大津島

丸山埼

馬島

金埼

笠戸島

△ 92度10,900m

25
度

島田川

三田尻中関港

三田尻地区

中関地区

徳山海上保安部三田尻中関分室

防府市

三田尻中関港築地東防波堤南灯台

中関灯台

周防野島

半径1,100m

半径900m

詳細については、海図により確認して下さい。

向 島
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図

 

【特定港以外の港】

上関港 室津港

長 島

上関町

上関町

上関海峡

唐釜

奈古屋埼

赤石鼻

横 島

大石鼻

45
度

1,0
00

m
280度1,125m

342度

平生港

平生町
田布施町

梶取埼 64度

△
用害山

八海橋下流の田布施川水面までが港域

詳細については、海図により確認して下さい。



室積港

光 市

象鼻ケ岬

赤岩

赤埼

山口港

秋穂港

山口市

岩屋ノ鼻

293度30分

阿知須干拓地

東北端

幸埼干拓地

南西端

78度2,800m

詳細については、海図により確認して下さい。
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【特定港以外の港】



（参考）

 

工事作業区域設定例

【一般的な設定方法】

【通航路を明示する必要のある設定方法】

（埋立工事を想定）

岸壁

岸壁

埠 頭 埋立区域

船舶交通流

離着岸船舶の操船に支障を及ぼさないよう

 

に留意する必要があります。

設定上のポイント

突 堤 埋

 

立

 

区

 

域

埠 頭

岸壁

岸壁
設定上のポイント

制限される通航路の側端を右舷標識（赤）で

 

表示します。

(注）

 

図中の標識（灯）は、航路標識法により定められたものです。

 

は同法上「特殊標識」と呼ばれ、複数基で囲まれた区域あ

標識（灯）

るいはその地点が危険であることを示し、また、

 

は「右舷標識」と呼ばれ、水源（港内であれば奥が該当）に向かって標識の

右側が危険である（左側が安全である）ことを示します。



（参考）

 

警戒船の配備隻数（算定式）
警戒船は、付近航行船舶が工事作業区域に異常接近するおそれがあるとき、当該船舶が回避限界線に到着するまで

 

の間に異常接近を回避できるよう、警戒船が当該船舶に対し注意を喚起するための隻数を配備する必要がありますが、

 

一般的には次のような関係式で求められます。（航行環境を勘案し、隻数増減の可能性があります。）

Ａ

 

ボーリング作業等、警戒すべき範囲が比較的狭い場合

ボーリング海域

回避限界線

会合線 Ｘ

ＹＳＨ

ＳＫ

Ｌ

警戒船

被警戒船（接近船舶）

Ｌ

 

：

 

監視可能距離（１,０００ｍ）

ＳＨ

 

：

 

被警戒船速力

ＳＫ

 

：

 

警戒船速力

Ｘ ＝ Ｌ ×
ＳＫ

ＳＫ

 

＋

 

ＳＨ

回避限界線のすべてを包含するに必要な

 

円の最少数

警戒船配備隻数

Ｂ

 

埋立工事等、警戒すべき範囲が比較的広い場合

埋立工事区域

回避限界線

Ｌ

警戒船行動範囲

Ｘ Ｘ

Ｙ

ＳＨ

ＳＫ

Ｘ ＝ Ｌ ×

ＳＫ

ＳＫ

 

＋

 

ＳＨ

2

2 2
回避限界線のすべてを包含するに必要な

 

円の最少数

警戒船配備隻数

「回避限界線」とは、付近海域を航行する最大船舶の旋回縦距をいいます。（船型によりますが、概ね船長×５となります。）



徳山海上保安部では、海に関する様々な情報（気象・工事情報など）を、インターネ

ット・ホームページ、携帯電話、一般電話を通じてリアルタイムに提供しています。

徳山海上保安部ＭＩＣＳホームページのご案内徳山海上保安部ＭＩＣＳホームページのご案内

○ 携帯電話からのご利用案内

http：//www6.kaiho.mlit.go.jp/tokuyama/m/

上のアドレスは、すべての携帯電話で、ご利用頂けます。

au・vodafoneをご利用の方は、こちらのメニューサイトからも利用頂けます。

○ パソコンからのご利用案内

http：//www6.kaiho.mlit.go.jp/tokuyama/

検索サイト 「徳山海上保安部」と検索

○ テレホンサービスでのご利用案内 ０８３４－２７－５１７７

インターネット・ホームページ画面 携帯電話用画面

周防野島灯台（防府市）ほか３箇所で、３０分毎に観測した気象データを入手できます。

トップメニュー カテゴリで探す ニュース・天気 天 気 MICS@海上保安庁

メニューリスト 天気・ニュース・経済 天 気 MICS@海上保安庁

うみまる

ＭＩＣＳ(ミックス) Ｍaritime Information and Communication System ： 沿岸域情報提供システム

ＭＩＣＳは、プレジャーボート、漁船などの船舶運航者や磯釣り、マリンスポーツなどのマリンレジャー愛好者の
方々などに対して、海上保安部からリアルタイムに「海の安全に関する情報」を提供するシステムです。
地域に密着した情報を、インターネット、携帯電話、一般電話を通じてリアルタイムに提供しています。

平成１９年１２月１日作成
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